
船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 貨物船 第三十三明徳丸 

   船 舶 番 号 １２５４７１ 

   総 ト ン 数 １９９トン 

 

   船 種 船 名 漁船 疾風丸 

   漁船登録番号 ＹＧ３－４５６６３ 

   総 ト ン 数 ４.９トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年８月４日 １９時４８分ごろ 

   発 生 場 所 山口県宇部市宇部港南東方沖 

           本山灯標から真方位１２７゜６.５海里付近 

           （概位 北緯３３゜４９.０′ 東経１３１゜２１.４′） 

 

 

                       平成２１年８月２７日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  楠 木 行 雄 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

貨物船第三十三
めいとく

明徳丸は、船長ほか２人が乗り組み、長崎県壱岐
い き

市
ごうのうら

郷ノ浦港へ向

けて
すおうなだ

周防灘を航行中、漁船
は や て

疾風丸は、船長が１人で乗り組み、山口県宇部市
うべみさき

宇部岬漁

港南東方沖の周防灘の漁場で底びき網を引いて操業中、平成２０年８月４日１９時
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４８分ごろ、両船が衝突した。 

第三十三明徳丸には、左舷船首に擦過傷が生じ、疾風丸には、船首の張出し部に 

き
・
裂等が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を門司地方海難審判

理事所より引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（門司事務所）ほか１人の地方

事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１０月２１日～２３日、平成２１年４月７日、１１日 口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 事故発生までの経過 

本事故が発生するまでの経過は、第三十三明徳丸（以下「Ａ船」という。）の

船長（以下「船長Ａ」という。）及び機関長（以下「機関長Ａ」という。）並び

に疾風丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）の口述に

よれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか１人が乗り組み、平成２０年８月４日

１１時００分ごろ大分県津久見市津久見港を出港し、周防灘の姫島水道及

び関門海峡を経由する予定で、長崎県郷ノ浦港へ向かった。 

     船長Ａは、船長Ａ、機関長Ａ及び甲板長の順に、単独で４時間ごとに交

替する航海当直（以下「当直」という。）に当たらせていた。 

     船長Ａは、出航操船に引き続き、１３時から当直に従事していたが、 

１７時００分少し前姫島水道の中央部付近で次直の機関長Ａと交替して降

橋した。 
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船長Ａから当直を引き継いだ機関長Ａは、１７時００分ごろ姫島灯台か

ら２４５゜（真方位、以下同じ。）４.１海里（Ｍ）付近において、針路を

約２９７゜とし、約７.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で

航行した。 

機関長Ａは、近くに船がいなかったので１号レーダーをスタンバイとし、

距離レンジを３Ｍとした２号レーダーを作動させ、いすに腰掛けて当直に

当たっていた。 

機関長Ａは、左舷側で操業する数隻の底びき網漁船を見ながら航行し、

本山灯標の南東方沖に達したころ、周囲が暗くなってきたので、２号レー

ダーの輝度と感度の調整を行い、その後、主としてレーダーによる見張り

を行い、目視による見張りを行っていなかったので、Ｂ船が掲げていた灯

火に気付かないまま航行した。 

機関長Ａは、その後もいすに腰掛けたまま航行を続けていたが、自室で

休息中の甲板長が、衝突の少し前、左舷側至近に迫ったＢ船に気付いて衝

突の危険を感じ、急いで昇橋して手動操舵に切り換え、右舵を一杯にとっ

た。 

しかし、Ａ船は、１９時４８分ごろ、船首が約３５０゜に向首したとき、

原速力で、その左舷船首が、Ｂ船の船首に約７０゜の角度で衝突した。 

なお、Ａ船は衝突の衝撃を感じなかったので、衝突を回避できたと考え、

そのまま航行を続け、２０時３０分ごろＡ船に追いついたＢ船の僚船から

衝突の事実を知らされて停止した。 

   (2) Ｂ船 

     Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底びき網漁業に従事する目的で、同

日１６時０５分ごろ宇部岬漁港を出港し、同漁港南東方１０Ｍ付近の周防

灘の漁場へ向かった。 

     １７時００分ごろ、船長Ｂは、予定した漁場に到着し、直ちに底びき網

を投入して１回目の曳網を始め、１８時３０分ごろから２回目の網を引き、

１９時３８分ごろ、本山灯標から１３０゜６.４Ｍ付近で３回目の操業を開

始し、針路を約０６０゜とし、約２.５kn の速力で、自動操舵によって航行

した。 

Ｂ船は、操舵室上部のマストに緑、白２灯の全周灯、両舷灯及び船尾灯

１個のほか操舵室後部に傘付き白色作業灯１個を点灯していた。 

     船長Ｂは、付近の通航船が少なく、他の漁船が遠方にいたこともあって、

船尾甲板で漁獲物の選別作業を行うことに気を取られていて、Ａ船が接近

したことに気付かなかった。 

 - 3 -



     船長Ｂは、その後、船尾左舷側甲板で曳網して航行中、右舷前方約１５０

ｍに迫ったＡ船に気付いて衝突すると思い、遠隔操縦用のリモコンを手に

して僚船に漁業無線で万一の際の連絡をしながら、急いで機関のクラッチ

を後進に入れたが、Ｂ船は、ほぼ原針路のまま、少し後進にかかった状態

で、Ｂ船の船首がＡ船の左舷船首に衝突した。 

     なお、衝突後、船長Ｂは、Ａ船がそのまま過ぎ去るようだったので、僚

船にＡ船を停止させるよう依頼した。 

 

2.1.2 機関長Ａによる航海当直 

   (1) 船長Ａの口述によれば、船長Ａは、機関長Ａと同じ島の出身で長い船員

経験があることを知っていたので、機関長Ａが１人で当直を行う技量があ

ると考えており、機関長Ａを信頼していた。 

   (2) Ａ船の運航管理者の口述によれば、船舶所有者（以下「Ａ社」という。）

及び船長Ａは、平成１８年４月航海当直基準の改正後においても、Ａ船が

１６時間以上の連続航海に当たる際、当直に従事する十分な人員が配置さ

れないまま、運航していることを認識していたが、長年の当直経験を有す

る機関長Ａであれば単独の当直が可能であると考え、そのまま当直に当た

らせていた。 

なお、Ａ社の安全管理規程（平成１８年１１月２１日付）によれば、Ａ

社は、安全統括管理者１人、運航管理者１人及び運航管理補助者１人を本

社におき、Ａ船１隻の運航管理に当たっていた。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年８月４日１９時４８分ごろで、発生場所は本山

灯標から１２７゜６.５Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ Ｂ船損傷状況、写真２ Ｂ船損傷状況（拡大）、

写真３ Ｂ船損傷状況（右舷船首甲板）、写真４ Ｂ船損傷状況（右舷船首甲板

側面） 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 Ａ船は、左舷船首に擦過傷が生じ、Ｂ船は、船首の張出し部にき
・
裂及び同部ハン

ドレールが曲損した。 

（写真１ Ｂ船損傷状況、写真２ Ｂ船損傷状況（拡大）、写真３ Ｂ船損傷状況
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（右舷船首甲板）、写真４ Ｂ船損傷状況（右舷船首甲板側面） 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

   (1) 性別、年齢、海技免状等 

     船長Ａ 男性 ６３歳  

      五級海技士（航海） 

       免許登録日 昭和４３年９月１３日 

       免状交付日 平成１７年６月９日 

             （平成２２年６月１３日まで有効） 

     機関長Ａ 男性 ６９歳 

      五級海技士（機関） 

       免許登録日 昭和４３年９月６日 

       免状交付日 平成１８年６月２３日 

             （平成２３年６月２３日まで有効） 

     船長Ｂ 男性 ６４歳 

      一級小型船舶操縦士 

       免許登録日 昭和５０年３月１８日 

       免許証交付日 平成１６年８月２３日 

              （平成２２年６月２０日まで有効） 

   (2) 主な乗船履歴等  

    船長Ａ 

     船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。  

      ① 主な職歴及び乗船履歴 

        昭和３９年父親が所有する約１９０トンの機帆船に甲板員として

初めて乗船し、同４７年から船長職を執っていた。 

      ② 健康状態 

        心身の状態は良好であった。 

    機関長Ａ 

     機関長Ａの口述によれば、次のとおりであった。  

      ① 主な職歴及び乗船履歴 

        昭和３３年に約３０トンの木造貨物船に甲板員として初めて乗船

した後、同３４年ごろ機関部に移り、その後、機関長として乗船

していたものの、長年にわたり単独で当直に当たっており、平成 

１８年４月に船員法が改正され、当直部員の資格が求められるよう

になって以降も有効な資格を取得しないまま、引き続き単独の当直
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に就いていた。 

② 健康状態 

心身の状態は良好で、ふだんは遠近両用眼鏡を使用するものの、

視力は裸眼で両眼ともに１.２で、見張りに当たって眼鏡は不要で 

あった。 

    船長Ｂ 

     船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

      ① 主な職歴及び乗船履歴  

        父親が所有する底びき網漁船に甲板員として初めて乗船し、その後

船長として周防灘で長年にわたって底びき網漁業に従事していた。 

      ② 健康状態 

心身の状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １２５４７１ 

     船 籍 港  福岡市 

     船舶所有者  有限会社龍宮住吉海運 

     総 ト ン 数  １９９トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ４１.５０ｍ×８.０２ｍ×２.９８ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ４７８kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     浸水年月日  昭和５７年６月２日 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＹＧ３－４５６６３ 

     主たる根拠地  山口県宇部市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ４.９トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １０.５０ｍ×２.７３ｍ×０.７９ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基  

     出    力  ４８kＷ（漁船法馬力数） 
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     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  昭和５５年５月１８日 

 

2.5.2 積荷状態 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、Ａ船は、セメント約２００トンを積載し、喫水

は船首１.８０ｍ、船尾３.２０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、エビ１０kg を積載し、喫水は船首０.２

ｍ、船尾１.５ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、Ａ船は、船尾船橋型の貨物船で、船橋中央部に

操舵スタンドがあり、その右舷側には１号レーダー、同左舷側には主機遠

隔操縦装置、２号レーダー及びＧＰＳプロッターがあり、船体及び機器類

には不具合又は故障はなかった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、操舵室前部にＧＰＳプロッター及びレー

ダーがあった。また、エアホーンを装備しており、船体及び機器類には不

具合又は故障はなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

  事故現場の北西方約２０km に位置する宇部地域気象観測所及び西北西方約４５

km に位置する下関地方気象台による事故発生時間帯の気象観測値は次のとおりで

あった。 

   (1) 宇部 

      １９時００分 風向 北西、風速 ３m/s、気温 ２９.５℃ 

      ２０時００分 風向 北西、風速 ３m/s、気温 ２８.８℃ 

   (2) 下関 

      １９時００分 風向 北西、風速 ３.６m/s、気温 ２９.０℃、天候 

             晴れ、視程 １０km 

      ２０時００分 風向 北西、風速 ３.０m/s、気温 ２９.０℃、天候 

             晴れ、視程 １０km 
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 2.6.2 乗組員の観測 

船長Ａ、機関長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、本事故発生場所付近の天気は晴

れで視界は良好であった。 

 

 2.6.3 日没時刻 

  海上保安庁刊行の天測暦によれば、本事故当日の発生場所付近における日没時

刻は１９時１５分であった。 

 

２.７ 灯火の表示状況 

  (1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、Ａ船は、海上衝突予防法に定める灯火であるマス

ト灯２個、両舷灯及び船尾灯を表示していた。 

  (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、操舵室上部のマストに緑、白２灯の全周

灯、両舷灯及び船尾灯１個のほか、操舵室後部に傘付き白色作業灯１個を点

灯していた。 

 

２.８ 船員法の航海当直基準が船橋当直者に求める資格 

  (1) 船員法第１１７条の２によれば、船橋当直をすべき職務を有する部員につ

いては、次のとおり規定されている。 

    船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶に航海当直をすべき職務を有す

る部員（第５項において「航海当直部員」という。）として部員を乗り組ま

せようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通

省令の定めるところにより乗り組ませなければならない。 

  (2) 船員法第６９条及び第７０条によれば、定員については、次のとおり規定

されている。 

第６９条 船舶所有者は、国土交通省令の定める場合を除いて、第６０条

第１項の規定又は第７２条の２の国土交通省令の規定を遵守するために必

要な海員の定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。 

２ 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を

補充しなければならない。  

第７０条 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶

の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の

海員を乗り組ませなければならない。 
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２.９ 本事故海域付近の航路状況 

海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌によれば、姫島水道～宇部港沖における水路状

況は、次のとおり記載されている。 

姫島水道は、九州の国東半島と姫島との間にある水道で、幅は約２Ｍ（ただし、

水深１０ｍ以上の水路は幅約１.２Ｍ）、中央部の水深は約２７ｍである。関門海峡

と豊後水道との間を航行する小型船が多い。 

また、姫島北東方から宇部港沖までの間には周防灘航路第６号～第１号灯浮標で

示される推薦航路がある。姫島のほかは陸岸から遠く、同島を過ぎると浮標以外の

好目標は得られないので、レーダ等を利用して船位を測定する必要がある。 

 

２.１０ Ｂ船の操業の状況 

 Ｂ船は、年間を通じてえび漁に従事し、本事故当時は、翌５日０１時ごろまで７～

８回の曳網を予定していた。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

  (1) 衝突直前の状況 

    ２.１から、Ａ船は１７時００分ごろ姫島灯台から２４５゜４.１Ｍ付近に

おいて、針路約２９７゜速力約７.５kn で航行し、衝突直前に右舵一杯にとり、

衝突時の針路は約３５０゜であったものと考えられる。 

    また、Ｂ船は１９時３８分ごろ本山灯標から１３０゜６.４Ｍ付近で針路 

０６０゜速力約２.５kn として航行中、Ａ船が衝突直前に右舵一杯をとり、約

３５０゜に向首したとき、両船が衝突したものと考えられる。 

  (2) 衝突時刻及び同場所 

２.１から、８月４日１９時４８分ごろ、本山灯標から１２７゜６.５Ｍ付

近と考えられる。 

  (3) 衝突角度 

２.１から、Ａ船が衝突直前に右転したことにより、Ａ船の左舷船首と、Ｂ

船の船首とが約７５°の角度で衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 
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２.４及び２.８から、船長Ａ及び船長Ｂは、それぞれ適法で有効な海技免状及

び操縦免許証を有していた。しかし、機関長Ａは、有効な資格を受有せずに単独

の当直に当たっており、船員法に定める航海当直基準に違反していた。 

 

3.2.2 Ａ船の運航と必要な当直要員 

  ２.８から、Ａ社は、Ａ船が航行する、津久見港～郷ノ浦港間の航行時間を勘案

し、最低３人の当直要員を乗船させる必要があった。しかしながら、機関長は、

機関長としての職務に専念する必要があり、船長、甲板長以外に、さらにもう１

人の有効な資格を有する乗組員を乗船させ、当直に当たらせる必要があった。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

２.６から、本事故当時は、天気晴れ、海上は穏やかで、視界は良好であったも

のと考えられる。 

 

3.2.4 船舶の灯火に関する解析 

   (1) Ａ船 

     ２.７から、前部マストにマスト灯１個、操舵室両舷に両舷灯及び後部マ

ストに船尾灯１個を点灯し、航行中の動力船の灯火を表示していたものと

考えられる。 

 

   (2) Ｂ船 

     ２.７から、海上衝突予防法に定める灯火である、操舵室上部のマストに

緑、白２灯の全周灯、両舷灯及び船尾灯１個の法定灯火に加えて、操舵室

後部に傘付き白色作業灯１個を点灯し、航行中の動力船で漁ろうに従事す

る船舶の灯火を表示していたものと考えられる。 

 

3.2.5 操船状況に関する解析 

   (1) Ａ船 

     ２.１から、Ａ船は、左舷側に数隻の操業中の底びき網漁船を見ながら航

行したが、周囲が暗くなってからは、主としてレーダーによって見張りを

行い、レーダーと目視を組み合わせた適切な見張りを行っていなかったの

で、前路を航行中の漁ろうに従事するＢ船の灯火を見落として航行したも

のと考えられる。そして、至近に迫ったＢ船に気付き、右舵を一杯にとっ

たが、衝突したものと考えられる。 

     なお、Ａ船が、レーダー上にＢ船の映像を確認できなかった理由は、明
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らかにできなかった。 

   (2) Ｂ船 

     ２.１から、Ｂ船は、３回目の操業を開始し、付近の通航船が少なく、他

の漁船が遠方にいたこともあって、漁獲物の選別作業に気を奪われ、適切

な見張りを行っていなかったので、Ａ船の接近に気付かなかったものと考

えられる。 

 

3.2.6 航法に関する解析 

  3.1.1 及び 3.2.4 から、Ａ船及びＢ船ともに、海上衝突予防法に定める法定灯火

を表示し、互いに他の船舶の視野のうちにある状況において、Ａ船はＢ船を左舷

船首約１３゜、Ｂ船はＡ船を右舷約４４゜に見て衝突のおそれのある態勢で、衝

突直前までほぼ一定針路で航行していたものと考えられる。 

  Ａ船とＢ船は、次のような状況にあったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、漁ろうに従事しているＢ船の進路を避けなければならない船舶

であった。 

   (2) Ｂ船は、針路及び速力を保持しなければならないが、Ａ船が避航動作を

十分にとっていないと認めた場合、警告信号を行い、間近に接近したため、

Ａ船の動作のみでは衝突を避けることができないと認めた場合、最善の協

力動作をとらなければならない船舶であった。 

 

3.2.7 事故発生に関する解析 

  ２.１及び 3.2.1～3.2.6 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船はレーダーと目視を組み合わせた適切な見張りを行っていなかった

ので、前路のＢ船に気付かず、そのため、Ｂ船に接近したものと考えられ

る。 

   (2) 機関長Ａは、有効な資格を受有せずに単独の当直に当たっていたものと

考えられる。 

   (3) Ａ社及び船長Ａは、有効な資格を受有していない機関長Ａに単独の当直

に当たらせていたものと考えられる。 

   (4) 有効な資格を受有していない機関長Ａが単独の当直に当たっていたこと

は、本事故発生に関与した可能性があると考えられる。 

   (5) Ｂ船は、漁ろうに従事する灯火を表示し、曳網しながら航行していたも

のと考えられる。 

   (6) 船長Ｂは、付近の通航船が少ないことから、漁獲物の選別作業に気を奪

われ、適切な見張りを行っていなかったので、Ａ船の接近に気付かなかっ
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たものと考えられる。 

   (7) 船長Ｂは、衝突の直前までＡ船の接近に気付かなかったため、警告信号

を行うことも、間近に接近して、Ａ船の動作のみでは衝突を避けることが

できないと認めた際、必要となる最善の協力動作をとることもなかったも

のと考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、夜間、周防灘において、Ａ船が航行中、Ｂ船が漁ろうに従事中、Ａ船

が、前路のＢ船に気付かずに接近し、また、Ｂ船が、Ａ船の接近に気付かずに漁ろ

うを続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 Ａ船がＢ船に気付かなかったのは、機関長Ａが、レーダーと目視を組み合わせた

適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 

 Ｂ船がＡ船の接近に気付かなかったのは、船長Ｂが、漁獲物の選別作業に気を奪

われ、適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 

 有効な資格を持たない機関長Ａが単独の当直に当たっていたことは、本事故発生

に関与した可能性があると考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ Ｂ船損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船損傷状況（拡大） 
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写真３ Ｂ船損傷状況（右舷船首甲板） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船損傷状況（右舷船首甲板側面） 
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